
船舶事故調査報告書 

令和４年１０月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 不明（令和３年１０月１日 １１時００分ごろ～１４時３０分ごろの

間） 

発生場所 山口県防府
ほ う ふ

市向
むこう

島南岸私設桟橋前 

山口県三
み

田尻中関
たじりなかのせき

港築地西防波堤東灯台から真方位２２８°１.６

海里付近 

（概位 北緯３３°５９.６′ 東経１３１°３４.９′） 

事故の概要 押船第三栄進
えいしん

丸は、バージ第十久須
く す

夜
や

号と押船列を構成し、着桟し

て石材の積込み作業中、海底の岩に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和４年３月２３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第三栄進丸、１７９トン 

１２３８９５、株式会社イワタ  

Ｂ バージ 第十久須夜号、１,８０１トン 

なし、株式会社イワタ 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船底外板に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 低潮期～上げ潮中央期  

月齢 ２４.１（小潮） 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか６人が乗り組み、空船のＢ船の船尾部に結合して

押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、向島南岸に所在す

る私設桟橋（以下「本件桟橋」という。）沖において、離着桟操船に

使用する目的で船首尾からそれぞれ錨を投下した後、本件桟橋に左舷

着けで着桟した。 

船長は、１１時００分ごろからＢ船への石材の積込み作業を始め、

石材約１,５００㎥をＢ船に積み込んだ後、１４時００分ごろ、係船

索を全部離し、船首尾の錨鎖を巻き、バウスラスターを使用してＡ船

押船列を離桟させようとしたところ、Ａ船押船列が移動を開始しなか

ったので、Ａ船押船列の船底が海底に接触していることに気付いた。 

Ａ船押船列は、船長が、潮位が上がって船底が海底から離れるのを

待った後、１５時００分ごろ離桟した。 

船長は、これまで、本件桟橋前において、石材の積込み作業完了後

のＡ船押船列を離桟させようとした際にＡ船押船列の船底が海底に接



触していたことがなかったので、石材の積込みによる喫水の増加に対

して十分な水深があると思い、作業の進捗状況の把握と船体のバラン

スの維持に意識を向けていたが、潮位と喫水の変化を適宜確認してい

れば、本事故の発生を防ぐことができたと本事故後に思った。 

船長は、以前から本件桟橋前の海底に転石があることを知っていた

ので、Ａ船押船列が同転石に乗り揚げたと思った。 

Ａ船押船列の喫水は、石材の積込み作業前、Ｂ船船首約２.４ｍ、

Ａ船船尾約３.３ｍ、石材の積込み作業後、Ｂ船船首約４.２ｍ、Ａ船

船尾約４.５ｍであった。 

海図Ｗ１２６によれば、本件桟橋は、１０ｍ等深線と陸岸とに挟ま

れた場所にあった。 

分析 

 

Ａ船押船列は、低潮期から上げ潮中央期の間において、着桟して石

材の積込み作業中、船長が、石材の積込みによる喫水の増加に対して

十分な水深があると思い、作業の進捗状況の把握と船体のバランスの

維持に意識を向けていたことから、潮位が上がるよりも喫水の増加の

方が速く、船底が海底に接触する状況であることに気付かず、石材の

積込みを続けたことにより、海底の転石に乗り揚げたものと考えられ

る。 

船長は、これまで、本件桟橋前において、石材の積込み作業完了後

のＡ船押船列を離桟させようとした際にＡ船押船列の船底が海底に接

触していたことがなかったことから、十分な水深があると思い、作業

の進捗状況の把握と船体のバランスの維持に意識を向けていたものと

考えられる。 

原因 本事故は、低潮期から上げ潮中央期の間において、Ａ船押船列が、

着桟して石材の積込み作業中、船長が、石材の積込みによる喫水の増

加に対して十分な水深があると思い、作業の進捗状況の把握と船体の

バランスの維持に意識を向けていたため、潮位が上がるよりも喫水の

増加の方が速く、船底が海底に接触する状況であることに気付かず、

石材の積込みを続けたことにより、海底の転石に乗り揚げたものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、積込み作業を行う際、船底が海底に接触することがない

よう、同作業開始前に水深を測定し、潮汐等による水深の変化及

び喫水の変化を適宜確認すること。 

 


